
大和市告示第１１４号 

大和市第一種市街地再開発事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成２６年５月３０日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市第一種市街地再開発事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

大和市第一種市街地再開発事業補助金交付要綱（平成１８年大和市告示第６３号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条中「国の補助要領」を「再開発要領」に、「都市・地域整備局」を「都市局」に、「国の

交付要綱」という。）」を「再開発要綱」という。）及び社会資本整備総合交付金要綱（平成２２

年国官会第２３１７号。以下「社資要綱」という。）」に改める。 

第５条中「国の補助要領及び国の交付要綱」を「再開発要領、再開発要綱及び社資要綱」に改め、

同条に次の１号を加える。 

(4) 都市・地域再生緊急促進事業 

第６条第２項中「国の補助要領及び国の交付要綱」を「再開発要領、再開発要綱及び社資要綱」

に改める。 

第７条中「３分の１」の次に「を乗じて得た額（ただし、第５条第４号に掲げる事業の補助金の

額は、社資要綱の規定による額）」を加え、「する」を「し、１，０００円未満の端数は切り捨て

る」に改める。 

   附 則 

 この要綱は、公表の日から施行する。 

 


